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６月から定額減税が開始 

 
令和６年６月から所得税・個人住民税の定額減税が実施されます。 

 

◆定額減税の対象となる人 

  国内に住所を有する個人で、令和６年分の合計所得金額が 1,805 万円以下 

（給与所得者の場合は年収 2,000 万円以下）である人 

◆定額減税額 

  納税者及び扶養家族 1 人につき４万円（所得税３万円・住民税１万円） 

定額減税の方法は所得の種類により異なります。 

減税対象者 所得税の減税 住民税の減税

　・６月支給時の源泉徴収額から 　・６月分は徴収なし

　　※引ききれない分は翌月以降に繰り越し 　・７月～翌年５月までの１１か月間（特別徴収）で均等に

　事業所得者 　・２０２５年３月の確定申告時に 　・６月徴収分（普通徴収）から

　不動産所得者 　・予定納税（７，１１月）がある人は予定納税時に 　　※引ききれない分は次回（８月）以降に繰り越し

　・６月支給時の源泉徴収額から 　・１０月徴収分（特別徴収）から

　　※引ききれない分は次回（８月）以降に繰り越し 　　※引ききれない分は次回（１２月）以降に繰り越し

　給与所得者

　年金所得者

 

◆定額減税とあわせて低所得者に対する給付措置も設けられています。 

・住民税非課税の世帯 … ３万円（前年給付済）+７万円を給付 

・所得税非課税で住民税納税の世帯 … １０万円を給付 

・上記世帯のうち子育て世帯 … １８歳以下の子供１人あたり５万円を追加給付 

 

郵送ではなく e-mail での配信を希望される方はご連絡ください    


